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令和７年６月定例会 公社事業対策特別委員会の概要 

 

日時   令和７年６月３０日（月）    開会 午前１０時 １分 

                     閉会 午前１１時４５分 

場所   第９委員会室 

出席委員 永瀬秀樹委員長 

     高橋稔裕副委員長 

     渋谷真実子委員、保谷武委員、美田宗亮委員、新井一徳委員、小島信昭委員、 

     泉津井京子委員、白根大輔委員、橋詰昌児委員、松坂喜浩委員、 

     山崎すなお委員 

欠席委員 なし 

説明者  [企画財政部] 

     高窪剛輔行政・デジタル改革局長、藤井大司行政・デジタル改革課長 

     [都市整備部] 

     伊田恒弘都市整備部長、内田浩明都市政策・公園局長、 

     中村克まちづくり局長、齊藤浩信都市整備政策課長、 

     遠井文大公園スタジアム課長、金澤圭竹住宅課長 

     [株式会社さいたまアリーナ] 

     三上浩嗣代表取締役社長、磯田忠夫常務取締役総務部長、 

     徳山祐介取締役営業部長兼事務部長、新井穣取締役施設部長、 

     平川邦彦事業部次長兼事業企画課長、種谷浩伸施設部次長 

     [公益財団法人埼玉県公園緑地協会] 

     清水匠理事長、水谷信哉専務理事、関口恵介常務理事、大山直宏総務部長、 

     柴崎進一技術部長 

     [埼玉県住宅供給公社] 

     庄司健吾理事長、若林昌善副理事長、牧野秀昭常務理事、大澤由武常務理事、 

     斎藤勇一事務局長、中村宗彦経営企画室長、志村宏公営住宅部長、 

     中村智一管理事業部長、中村孝之技術部長 

会議に付した事件 

１ 県の公社指導について 

２ 公社における改革の取組について 

   株式会社さいたまアリーナ 

   公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

   埼玉県住宅供給公社 
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令和７年６月定例会 公社事業対策特別委員会における発言 

 

保谷委員 

１ 資料１－２「指定出資法人のあり方検討の取組について」伺う。検討委員会の報告書

について、今後どのように取り扱っていくのかということと、改革の実施方針の策定に

向けて今後どのように進めていくのか伺う。 

２ さいたまアリーナについて伺う。資料２－１の指導の方向性と資料２－２の経営方針

については抽象的な部分が多いというふうに感じた。それをどうやって実現するのかと

いうところで、例えば、有料イベントを誘致するということについて具体的にどういう

イベントに対して、どうやって営業していくのかといったような、具体的なところを伺

う。また、これらの資料からは市場環境認識についてよく分からなかったが、今後首都

圏に新規アリーナが多数開業するというふうに伺っている。アリーナ運営ビジネスの市

場環境変化に対してどのように評価しているのか伺う。 

３ 次に、住宅供給公社について伺う。空き家対策というのは本来、住宅供給公社の経営

上の目的でもなく、目標でもないと思うが、社会全体で大きな課題となりつつある。住

宅供給公社として空き家対策にどのように取り組んでいくことができるのか伺う。また、

公営住宅・県営住宅のＤＸの取組について、今後どのように進めていくのか伺う。 

 

行政・デジタル改革課長 

１ 令和７年３月に報告書の提出を受けて、速やかに検討を始めているところである。状

態としては、委員から話があった、今正に、企画財政部、各部局、法人が連携しながら、

改革に向けた取組の内容やスケジュールの検討を進めているさなかである。法人ごとの

改革の実施方針については、今年度中に策定する次期行財政改革プログラムに反映させ

る予定ということを考えているところである。また、その後、各部局と法人が連携して、

具体的な取組を進めていくことになるが、その際には、各常任委員会において、関連す

る議案等を御審議いただくという見込みになるところである。 

 

（株）さいたまアリーナ代表取締役社長 

２ 市場環境変化の認識だが、日本イベント産業振興協会が発表している２０２４年度、

昨年度の音楽イベントで７,２００億円ということで、これはコロナ前の１５２％とな

っている。スポーツ興行においては、５,６００億円ということで１５０％、カンファレ

ンスやコンベンションは１,０３０億円ぐらいということで１４４％である。コロナ前

と比べ、このような形で、コロナで半減以下になったものがここに来て、かなり戻って

きているという状況である。これは、チケット単価が上がっていることもあるが、非常

に状況としては良いと考える。また、音楽に関しては、日本プロモーターズ協会が全国

のアリーナについて公演数などを発表している。昨年度行われた、いわゆる大規模なア

リーナの公演数であるが、２,６７９件で、前年比でいくと１２４.５％という形である。

したがって、今のところ需要の方が多く、供給過多にはなっていない状況と考える。今

後、プロバスケットボールチームがアリーナを保有していくようになるので、空いてい

る日程でコンサート等を入れていく可能性はあると考えている。コンサートを行いたい

という需要はあるが、会場側の供給サイドよりも需要が多くなるのではないかと思う。

ただし、設営する会社や物流する会社、プロモーターの人手不足など、ここがボトルネ

ックになる。スーパーアリーナは首都圏内で最大のアリーナでもあり、設営コストも非

常に安い。トラックなどが中に入れるので、人手がかかりにくいというところもあり、
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大規模な人数が収容でき、収益性が高いという見方をされている。したがって、全国の

ツアーや国内で数か所しか開かないような限定のイベントを、この東京、埼玉、北関東、

東北、北陸まで網羅できるので、要所として選ばれる可能性が高いのではないかと考え

る。また、経営の方針で掲げたものの実現ということだが、三つ掲げており、魅力ある

イベントの実施に関しては、情報のアンテナを高く張り、話題性の高いイベントをしっ

かり入れていく。次に、しっかり情報収集し、プロモーターと連携を密にして、話題性

の高いものの情報をどうキャッチするかということと考えている。また、高稼働率を維

持していくという点については、スタジアムモードの期間をできるだけ長く取り、アリ

ーナモードとのバランスをよくとりながら、アリーナモードの中には平日のイベントを

多く入れていくことで、収益性を高めていく。また、にぎわい創出についてだが、アリ

ーナでここまでの自主事業を大々的に行っているアリーナは全国で見てもない。広場で

ここまで事業者が行っている例はないが、開業以来、脈々と続いてきている。自主事業

において広場運営を行っているが、核となる自主事業はビールまつり・クリスマスマー

ケット・水かけ祭りがある。また、持込み企画で例年実施しているものもあるので、そ

ういったイベントをまず置きながら、あと空いている日程については、申込み企画を入

れながら、極力空き日程が出ないような形で運営していきたいというふうに考えている。

しかし、時代に合わせていかないといけないところもあるので、変革すべきところは変

えながら、できないようなイベントをとっていきたいと考えている。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

３ 空き家対策は、令和５年１２月１３日施行された空き家等対策の推進に関する特別措

置法の一部改正により、空き家等活用促進区域内において計画作成した市町村から委託

に基づき、空き家等の活用のための改修、当該改修後の空き家等の賃貸その他の空き家

等の活用に関する業務を公社ができるようになった。今後は空き家等活用促進区域が設

定され、公社が具体的な要望などを聞いた際には、公社ができる業務について検討する。  

次に、県営住宅のＤＸについては、令和５年度に開始した県営住宅のウェブ申込みに加

え、入居後の各種手続にもウェブの活用を広げる。具体的には、退居１５日前までに必

要な公社への退去申込みの連絡や毎年度提出していただく全世帯の収入申告などウェブ

活用を検討する。 

 

保谷委員 

 さいたまアリーナについて再質疑する。供給過多には、ならなそうであるという認識に

ついて理解したが、このアリーナビジネスに関して、今ＤＸが非常に進んでいて、入退場

を顔認証でやるとか、アプリで飲食が注文できて席まで運んでくれるとか、そういったも

のが恐らく、差別化にすらならなく当たり前になっていくイメージが個人的には感じてい

るが、そういったＤＸの取組について、さいたまアリーナとしてはどのようにやっていく

のか。あるいはそういったことをやらなくても、既に供給過多であるし、経営コストが安

いとか、様々な利点があるので、やる必要がないというふうにお考えなのか、そのＤＸへ

の取組についての考え方を改めて伺う。 

 

（株）さいたまアリーナ代表取締役社長 

 現在、バリューアップ・ネーミングライツパートナーを募集しており、その中でファン

体験、ホスピタリティ機能の向上及びＩＣＴ・ＡＩを活用したサービスの向上、運営コス

トの効率化など、ＤＸ化の提案を求めている。委員御指摘のとおり、今おっしゃっていた
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だいたぐらいのことをやっても、差別化できないという認識を持っている。そのため、今

後御提案いただく内容がそれにあっているものであることが非常に望ましいと考えている

が、現状それは待っている状況である。その中で、飲食のモバイルオーダーやコインロッ

カーの電子マネー対応などは、リニューアル後に実施できるように検討していく。また、

プロモーター側からセッティングサービスや顔認証のニーズが寄せられた場合は、速やか

に対応していく。 

 

渋谷委員 

１ 資料３－２の２の（２）について、経営指標について伺う。有料公園施設利用者数が

過去の実績を見ても年々増加し、利用者を呼び込むための様々な取組は大変すばらしい

ことだと思う。実は先日伺った川越公園でも、少数精鋭の中、オープンに向け、皆様し

っかりと働いていた。ちなみに、令和６年度実績では、５９２万７,０００人だが、令和

７年度目標値を見ると、６５５万５,０００人と大分目標値が高いと思うが、どのように

して有料公園施設利用者数目標値を設定したのか。令和７年度達成の見通しについて伺

う。 

２ 公園緑地協会が指定管理者として管理している三つの水上公園と、こども動物自然公  

 園について伺う。令和７年７月から、しらこばと公園、川越公園、加須はなさき公園で、  

 利用料金の値上げを行う告知があったが、今回値上げに至った背景について伺う。 

 

（公財）埼玉県公園緑地協会理事長 

１ 公園施設の利用者数の目標値が実績に比べてかなり高いのではないかということであ

る。まず、目標の設定方法だが、平成２９年度から令和４年度までの実績値をベースに

設定している。このズレが大きくなった理由は三つあると考えている。1 点目は、所沢

航空発祥記念館のリニューアル効果について、令和７年度に見込んでいたところである。

計画では令和６年度に工事を行い、令和７年度に供用開始となっており、増２４０,００

０人を見込んでいたが、工事が１年遅れ、ずれてしまいそうだというところである。  

二つ目は、目標設定当時に想定できなかった、施設の改修工事の影響などを受けており、

実績が非常に下になっている。例えば、令和６年度のくまがやドームの改修工事や令和

５年度からの県民健康福祉村のプールの休止などの影響は織り込んでなかったので、そ

ういった部分で、かなり実績が下回っている。それと全般的にコロナ禍からの回復を、

職員を頑張らせるという意味もあり、強く見込み過ぎてしまった部分もあり、全般的に

目標は強気だったと感じている。次に、令和７年度の達成の見通しだが、お話があった

とおり、残りあと６２９,０００人を増やさないといけないため、なかなか難しい状況で

ある。加えて、今年の４月からは上尾運動公園の陸上競技場がトラック改修工事になっ

ており、使えなくなっている。先ほど申し上げた本年９月からリニューアル工事が行わ

れる所沢航空記念公園の影響もあり、目標としては厳しい状況だが、引き続き、いろい

ろなことを取り組み、何とか目標に少しでも近づけるように努力したいと考えている。 

２ ７月からの値上げの関係である。こちらは、昨今の人件費、労務単価の高騰や施設の

老朽化に伴う修繕費の増加などにより、プールは令和３年度から４年連続で大幅な赤字

が続いている。多くの皆様に安全・安心に利用していただくためには、監視員や必要な

修繕費の削減は難しく、値上げを決定した。 

 

渋谷委員 

１ 様々な閉館などの事情もあり、目標達成にはまだ難しいということだが、そのような
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中でも、先ほどの利用者数の目標値というものが、実績を基に目標値を推計して算出し

ているということを伺った。目標値達成に向けた更なる取組について伺う。 

２ 値上げについて再質問する。昨今の情勢を踏まえると、ある程度の値上げはやむを得

ないものと認識するが、利用料金に見合った県民サービスの向上、協会自身の収益改善

の取組は、絶対に必要なことだと考えるが、今後どのように取組を実施していくのか伺

う。 

 

（公財）埼玉県公園緑地協会理事長 

１ 例えば、こども動物自然公園については、来園５周年を迎え、クオッカを核にしたイ

ベントを行っている。また、入園チケットのオンライン販売などを行い、利用者の増加

に努めている。プールについては、ナイトプールの開催や営業期間の延長なども予定し

ている。埼玉スタジアムではサッカー以外の更なる利活用ということで、音楽イベント

などを行い、何とか集客につなげていければと考えている。 

２ 値上げに見合った努力というお話である。新たにナイトプールを開催し、利用者に夜

間にも使っていただく取組を試行的に今年度行いたいということと、夏季プールの営業

期間を、９月にも暑い日が続いているため、土日の方に延長するという取組、それから

閉じた空間であれば、広告ができると分かったため、有料広告事業をプール内で実施す

るなど、収益の確保に努めていく。 

 

橋詰委員 

１ 脱炭素の取組を進める中で老朽化している中、現場で伺うのは共用部のＬＥＤ化につ

いて、今どれぐらい進んでいるのか。それだけでは、温暖化対策とはならないが、進め

ていくのか伺う。 

２ 公営住宅の在り方も含め、やはり高齢化が進んでいる中、単身の方や高齢者の方が増

えている。そういう中で、バリアフリー化をずっと現場で話を伺い、特に地元の越谷で

は５階の部分、先ほど空室であったが、造りでエレベーターが入ってないだとか、そう

いう中で非常に厳しくなっている状況である。それをどこまで、住宅にやっていくかと

いうところはあるが、バリアフリー化、特にエレベーターの導入についての考え方につ

いて伺う。特に地元の蒲生のところが、無理やり外付けでエレベーターを付ける対応を

していたが、それ以降、そんなに増えていない。今後、高齢者の方、障害を持たれた方

への対応ということでバリアフリー化ということの進め方が必要かと思うが、まずはエ

レベーターの取組について伺う。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

１ 公社賃貸住宅の共用部分のＬＥＤ化について、令和６年から７年にかけて、共用部分

のＬＥＤ化の必要の有無について、調査を実施しているところである。その結果を基に

入替え作業を進め、令和９年度末に、ＬＥＤ化への取替え工事を完了させることで、今

検討を進めている。県営住宅の共用部分のＬＥＤ化の関係については、街灯のＬＥＤ化

は今年度終了する見込みだが、廊下等については現在、いつということは決まっていな

い。 

２ エレベーターの設置状況だが、県営住宅２６,９３９戸のうちエレベーター利用可能

な住戸は、１３,７８３戸となっている。パーセントは５１.１６％である。外付けのエ

レベーターは平成２４年から２８年度に、６団地７棟に階段室型のもの、外付けのエレ

ベーターを付けたが、コストが高いため、その後は付けていない。現在は建替えによっ
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てエレベーターを設置する。階段室型については、昇降が困難な方には１階など、低層

階の方に住み替えていただき、対応している。 

 

橋詰委員 

１ ＬＥＤ化については、令和９年度で１００％になるのかということの確認と街灯に対

してということなのか、もう一度伺う。 

２ バリアフリー化のためのエレベーター化については５０％ということだが、今後はコ

ストの問題もあるため、建替えフェーズに入ったところ以外は、やっていかないという

方向で良いのか。地元では建替え、外装工事もした中で、まだ５階建てのところもある

が、エレベーター設置の考えはないという理解でいいのか伺う。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

１ ＬＥＤ化は今年度で街灯は終了する予定となっているが、共用廊下等については現時

点のところ、予算化はされていないため、実施の予定はない。県で予算化する必要があ

るので、公社として予定はない。 

 

住宅課長 

２ エレベーターの設置事業について今後、いかがかということだが、先ほど公社の方か 

 らお答えしたとおり、経費の問題あるいは建築基準法に適合させることが困難な状況等 

 もある。そういった観点から、建替えのときにエレベーターを設置するということで、 

 現状では対応している。古くなった団地については、ストックマネジメント上、廃止も 

 含めた検討もしており、そういった更新の中で建て替えるなどした際には、しっかりと 

 バリアフリー対策に取り組んでいく。 

 

橋詰委員 

 エレベーターの件は承知したが、あとで意見をさせていただく。ＬＥＤ化の件で、公社

としてはできず、県ということになると都市整備部になるということか。 

 

都市整備部長 

 地球温暖化対策の温室効果ガスの排出減については、非常に重要なことだと考えている。 

県営住宅の共用部のＬＥＤ化については、現状ではまだということだが、調査等を踏まえ、

今後どのように進めていくか検討する。 

 

山崎委員 

１ 公園緑地協会の県営水上公園についてである。先ほど渋谷委員の質問への回答の中で、

プールの開園日を９月まで延長することも検討しているというお話があった。近年は、

５月や１０月でも気温が高く、また学校でのプールの授業が減っている中で、県営水上

公園の役割は重要である。特に、未就学児が無料でプール用おむつでも利用できる本施

設は貴重である。子育て応援という意味でも、開園日の延長をしてはどうか伺う。 

２ 次に、住宅供給公社についてである。資料４－２の２ページ目「３ 実施方策」の（１）

アの「県営住宅の空室期間の短縮化などによる入居率向上」についてである。県営住宅

にお住まいの方から、空き室が増えていて、自治会の担い手が足りない、防犯上心配と

いう声や、建替えの対象なのかと不安の声が寄せられている。現在の空き室の状況はど

うなっているのか伺う。また、空き室になってから、次の入居の受入れ準備完了までに



 

- 7 - 

平均してどのくらいかかっているのか伺う。また、入居募集をするかどうかはどのよう

に決定しているのか伺う。 

３ 「イ 自治会コミュニティ活性化支援や高齢者・子育て世帯へのサービス向上」につ

いてである。県営住宅での入居者間のトラブルについて、自治会だけでは解決が困難な

場合がある。当事者や自治会の要望に応じて積極的に関わっていただきたいがどうか伺

う。また、子育て世帯へのサービス向上とは具体的にどんなことをしているのか伺う。 

 

埼玉県公園緑地協会理事長 

１ プールの監視員が、学生のアルバイト中心になっており、夏休みの期間でないとなか

なか集まらないという事情がある。ただ、お話があったとおり、昨今は７月、８月だけ

でなく、暑い期間も広がっているため、今回の９月の延長の効果なども見極め、前向き

に検討する。 

 

住宅課長 

２ 空き家の状況は、令和７年４月１日現在、県営住宅２２,６３９戸で、このうちの空き

住戸は５,１２３戸、全体の約１９％である。空き家のうち、建替え等により募集止め住

戸などを除いた３,７７６戸、全体の約１４％が実際に次の入居者を募集することがで

きる住戸となっている。次に、入居の受入れの間の準備期間等については、県営住宅は、

公営住宅法に基づき、入居者を公募する必要がある。このため、住宅が空いてから次の

入居者が決まるまで、募集住戸の選定に約１か月、広報媒体の作成にまた１か月、入居

者から抽選に１か月、入居者が作成する資格審査書類に係る時間と、我々の方で作成・

審査する時間で１か月、それから入居説明会など入居準備に１か月ということで合わせ

て５か月は少なくとも必要である。その間に退去した住戸の修繕を並行して行っていく。

県としても、なるべく多くの方に御入居いただきたいと考えており、年４回の定期募集

での募集の際に、応募のなかった住戸については、いつでも応募できるように、随時募

集も行っている。今後も募集倍率の高い地域の住居については、早期に募集手続を進め

るなど、引き続き県営住宅の空き住戸の解消に努めていく。次に、入居の募集の決定に

ついての御質問だが、県営住宅の募集は、県が地域ごとの募集住戸や建替工事等に伴う

募集止め住戸などを定めた選定方針を作成している。住宅供給公社は、その選定方針を

基に新築住宅の供給戸数や既存住宅の空き住戸を把握するなどして募集案を策定する。

その募集案を参考に、県が決定して募集をしている。今後も入居者が退去した後の空き

住戸については、限られた予算の中で修繕を行い、地域のバランスを考慮しながら適切

に募集をしていく。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

３ 入居者間のトラブルの関与については、公社では県営住宅における入居者間のトラブ

ルについて、当事者や自治会から御相談をいただいた際に、公社が作成した対応マニュ

アルに基づき、対応をしている。現在、県営住宅では、入居者の高齢化が進むとともに、

外国人の入居者が増加し、住宅内で発生する問題が多様化、複雑化している。公社は県

営住宅における騒音や日本語によるコミュニケーションが困難な外国人がいるなど、

様々な入居者間トラブルに対し、双方の立場に立ってヒアリングを行うなど、状況把握

に努め、場合によっては、行政、団地自治会等に協力をいただきながら、問題が解決で

きるように前向きに取り組んでいる。長年にわたって培った公営住宅管理のノウハウを

生かし、入居者の支援を行っていく。さらに、顧客サービスの向上に資する職員向けの
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研修を行うなど、県営住宅の管理に携わる職員の意識向上を図りつつ、入居者の基本的

なルールを記載した住まいのしおりを多言語化するなどして、入居者に寄り添った対応

に努めていく。次に、子育てしやすい環境整備ということだが、県営住宅の集会所を活

用し、県営住宅内及び周辺地域の独り親世帯などを中心に、子育て世帯が安心して過ご

せる場の提供や職員を無料で配布するフードパントリーの事業を実施する運営団体の

募集を県の方で行っている。その取組の一環として、公社は活動に係る費用助成を行っ

ているところである。 

 

山崎委員 

  子育て支援において、一番のサービスは子育て支援住宅の整備だと思っているので、そ

れを積極的に進めていただきたいが、資料４－１の８２ページ、令和７年度事業計画でデ

ジタル技術を活用したサービスの向上とある。住宅供給公社のホームページから子育て支

援住宅を探そうとしたとき、どこに何戸あるのかや募集倍率などが、すごく分かりにくい。

是非見つけやすい工夫をしていただきたいがどうか。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

 独り親・子育て世帯の入居については、デジタル化し、入居の申込みについては、ウェ

ブ申込みができる。こちらは、自分で入力していただくと、適用される住戸が選択できる

ので、ほかの住戸は選択できないことから、逆に言うと子育てがどうなっているかという

のをウェブで今、募集に際してはできるようになっているので、今までの紙ベースだけで

はなく、申込みに際してはウェブでやっていただくのが、非常に便利になっている点であ

る。直近は、４０％以上の方がウェブ申込みになっている。また、５０代以下の方につい

ては、ウェブ申込みの方が、紙ベースよりも多くなっているため、今後、更に子育て世帯

の方については、ウェブで申込みができると考えている。 

 

泉津井委員 

１ 資料２－２の「２ 経営目標・指標」に関して、こちら経営指標のうち、重大な事故

の発生件数はゼロということだが、重大な事故というものは具体的にどのような事故を

想定しているのか。また、重大までとはいかない事故はヒヤリハットのようなものだが、

こちらは発生しているのか伺う。 

２ 「（３）さいたま新都心のにぎわいの創出と魅力あるまちづくりへの貢献」に関して、

令和８年１月から予定されている大規模改修工事期間も、にぎわいが途切れることのな

いようにイベントの企画誘致を行うとあるが、なかなか大規模改修中に難しいことだと

思うが具体的にどのようなことを考えているのか。 

３ 参考資料４－１の決算報告書３４ページによると、利益の剰余金が１８６万円もあり、

非常に多額な余剰金となっている。一方で、県営住宅は全体的に老朽化が進んでおり、

県営住宅の老朽化対策には使えないのか。利益の剰余金の用途及び今後の運用について

伺う。 

４ 非常に良い決算状況の中であるが、県としてまちづくり事業の収支が年々減少傾向に

ある。まちづくり事業の位置付けとその成果について、どう評価されているのか伺う。 

 

（株）さいたまアリーナ代表取締役社長 

２ にぎわい創出に関して、従来からコミュニティアリーナで開催しているイベントの中

で企業系のイベントがある。そういったものを今回の改修工事の際に、使えるスペース
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として残るスペースがあるため、そこを使い、引き続き実施しながら、お客さんをつな

ぎ止めてもらうことを行っていきたい。加えて、自主企画イベントを実施しており、定

例となっているイベントもあるため、そういったもので日程を埋めていくということを

考えている。また、空いている日程がある場合については、けやき広場で行えるような

持込みの企画を埋めながら、できるだけにぎわいが途切れないような形で実施していき

たいと考えている。大道芸フェスティバル、イルミネーション、そういったものもやっ

ているので、できるだけにぎわいの途切れないように工夫していきたいと考えている。 

 

（株）さいたまアリーナ取締役施設部長 

１ 重大な事故とは具体的にどのような事故を想定しているかについてだが、重大な事故

とは、施設の欠陥や管理の不備によることが原因となる死亡・重傷事故やイベントが中

止になるようなことを定義している。開業以来１件も発生していない。次に、重大とま

ではいかない事故は発生しているかについてである。軽微な事故は、イベント設営時の

作業員などの不注意などによる事故、また来場者自身の注意不足などによる事故があっ

た。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

３ 決算書の３４ページの利益剰余金についてだが、利益剰余金の用途については、地方

住宅供給公社法第３３条で、万一、公社が事業において損失が発生した場合の準備金と

して整理しなければならないとされており、損失が発生しない限り、取崩し等ができな

いものとされている。また、利益剰余金の運用については、その一部を現金預金、埼玉

県債で保有しているほか、今後、事業利益を得るための不動産などの資産として保有を

している。なお、地方住宅供給公社法３４条の規定に基づき、国債、地方債、銀行預金

など限定されており、リスクのある運用は禁じられている。今後の運用についても、安

全な運用を行っていく。 

 

住宅課長 

３ 老朽化対策については、計画的に行っている大規模な修繕工事により実施している。

この計画修繕においては、例えば、建物の長寿命化を図る目的で実施する外壁改修工事

や屋上防水改修工事などを行っており、工事費は、住宅供給公社への管理代行等委託費

の中で予算措置している。これらの工事はその範囲が建物全体となり、費用も大きいた

め、適切に実施できるように予算の確保に努めている。今年度は外壁改修を中心に予算

を確保し、住宅供給公社で実施に向けて準備を進めている。 

 

埼玉県住宅供給公社常務理事 

４ 御質問のまちづくり事業の収支が年々減少傾向にあるということについてお答えする。 

 まちづくり事業のうち、土地区画整理組合の支援事業が年々減少をしてきたということ

があり、令和６年度に行っていた最後の区画整理事業の支援が終わったことにより、ま

ちづくり事業の収支が少しずつ減ってきた。令和７年度まちづくり事業の主な内容につ

いては、県営住宅、市町村営住宅の建築基準法第１２条の点検を主に実施している。管

理代行として安定的に業務を受注しており、公営住宅を管理する上で必要な点検となっ

ている。このほかに公社が過去に分譲した施設などの劣化診断や日常点検など長寿命化

に寄与する事業を行っている。このように当該事業については、引き続き実施する必要

があるが、まちづくり基盤整備事業については、土地区画整理事業が終了したことに伴
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い、土木積算システムの運用業務のみとなっているため、事業主体の変更も含めて検討

が必要である。また、まちづくり事業の事業内容の変更に合わせ、基盤整備支援事業と

施設整備支援事業を統合するなどの検討も必要と考えている。 

 

住宅課長 

４ まちづくり事業の位置付けと、その成果をどう評価しているかという評価の部分であ

る。まちづくり事業については、住宅供給公社の自主事業の中で、事業収入規模を考え

ると、公社賃貸住宅等管理事業等に比べると事業規模としてはそこまで大きくないが、

土地区画整理組合への支援等により、埼玉県のまちづくりに対し、これまで一定の成果

があったと認識している。 

 

白根委員 

１ 公園緑地協会についての質問をさせていただく。今回３,５００万以上の収支赤字と

なっており、公園ごとに管理費全体としての金額だが、例えばプール付きの公園に関し

ては３,０００万、２,０００万とか、赤字額がかなり大きいかと思うが、これについて、

どのように認識をされているのか伺う。 

２ 参考資料の決算報告書の３６ページの公園緑地協会の令和６年度末に２,５００万円

の修繕積立ての資産が確保されていないが、各公園の施設も経年劣化が激しくなってお

り、こういった中で老朽化対策が必要だと考えるが、公園緑地協会だけでできる問題な

のか。施設管理者でもある、県もこの修繕費をどうしていくのか。先ほどナイトプール

の話もあったが、プールの利用者が増えれば増えるほど、もちろん充実していただきた

いというのは分かるが、ナイトプールのための費用がかかってくる中で、厳しい状況に

あると思うが、どう考えているのか伺う。 

３ 資料３－２「３ 実施方策」の方針で、防災、防犯の推進について、安心安全の観点

からも防犯カメラ、警備巡回を充実させるべきだと考える。現在の防犯カメラの設置状

況、夜間警備の状況等々含めて、今後の防犯カメラの増設も含め、防犯対策をどのよう

に考えるか伺う。 

 

（公財）埼玉県公園緑地協会理事長 

１ プールの赤字については、長年こういった状況が続いたのは、非常に問題があったと

思っている。今回の値上げといろいろな増収策を講ずることで、この赤字については、

令和７年度は解消できる見込みである。 

２ ２,５００万円の積立てについてだが、基本的に指定管理者が行うのは維持管理に関

する部分で、責任を負っているのは１００万円未満の工事である。大きな工事について

は、設置者である県の方で実施する。そうは言っても県と公園緑地協会の関係で、１０

０万を超えると全くやらないということはなく、臨機応変に実施している。しかし、全

部賄うということではなく、一部、私どもの体力でできる範囲のものを実施している。

また、ナイトプールについては、御指摘のとおりであり、今回はこの料金で実施すると

赤字である。あくまでも試行で、１回実施するということで、夜間の利用がどれぐらい

あるのか需要を見たいというものである。こちらについては、自主事業というふうに変

えることで、料金の設定の自由度なども考えられ、その後の展開はいろいろあると思っ

ているが、まずやってみて、どれぐらいのことができるのか検討する。 

３ 防犯カメラについては、協会で管理している公園については、屋外トイレの周りだと

か駐車場などを中心に、６４６台の設置をしている。それから夜間警備については、有
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人・機械のそれぞれあるが、全ての公園で実施している。こうした取組にもかかわらず、

昨年度、熊谷文化公園、羽生水郷公園では、地下に埋設している銅線ケーブルが盗難に

遭う事案が発生した。そのため、マンホールが容易に開けられないようにするため、主

要なマンホールにはマンホールロックという、引き上げられないよう塞ぎ、車の進入が

できないような策も講じて、その後は被害が発生していない。今後については、防犯カ

メラの増設などは多額の予算が必要となることから、県とも協議する。 

 

白根委員 

１ 何か作れば作るほど維持管理費用がかかることが明らかになっており、先ほどナイト 

 プールの話もあったが、受益者負担の原則があると思う。幾ら県営で、県民の皆様であ 

 っても、ナイトプールの費用がかかるので、ちゃんと受益者負担の原則ということも含 

 め、実施していただきたい。（意見） 

２ 維持管理費用に修繕積立金に関しても、１００万円以下の以外のところは、もう古く 

 なったら県に依頼する場合、相当な負担額であるが、どこが壊れているかということは 

 県の方と連携して、例えば、ストック計画は作成されているのか伺う。 

 

（公財）埼玉県公園緑地協会理事長 

１ 受益者負担の原則は重要と考えており、今回の値上げについても、受益者負担の原則 

 ということで、その観点から一部の増額をお願いした。ナイトプールについては、これ 

 は試行で実施し、プールが２４時間本当は使えるはずなのに、昼間の間しか使ってない 

 のはもったいない。そういった観点から、違う使い方ができないかというところで模索 

 しており、実際にうまくいくようであれば、正しい料金設定をし、費用については確保 

 していくことを考えている。 

２ 次に、修繕の関係だが、現場を預からせていただいているので、修繕が必要になって 

 いるところについては、県に話をして、修繕要望という形で毎年度お願いをしている。 

 ストック計画については、県が施設管理者になるため、県で策定すべきものと考えてい 

 る。公園緑地協会は、指定管理として５年間の維持管理を任されている立場であり、５ 

 年間の間に問題がないように、そして次の新しい管理者の方に問題がない施設を引き継 

 げるようにということでの管理と考えている。 

 

公園スタジアム課長 

 公園施設のストック計画については、県において５年ごとに、ストック計画を作成して

おり、公園の施設の場合、一部、国庫補助金を頂いたりする仕組みもあるので、国庫補助

金等も頂きながら、またストック全体の管理も含め、計画を策定し、事業しているところ

である。引き続き、実際に現場で管理している指定管理者とともに、連携して進めていく。 

 


